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認定審査制度 

 
2024年 9月 1日 

 

NPO法人災害救助犬ネットワーク 

 

 

沿革: 

2007.09.15 設立総会後、出席者全員討議 

2007.10.26 理事会、家族会員に出陳権 

2009.04.04 理事会、登録料について補足 

2012.07.07 理事会、取り消し条項、制度公開 

2014.10.02 理事会、出陳資格、認定期間 

2014.10.10 家族会員追加記載 

2015.11.15 認定種別、開催種別 

2021.7.1  認定種別、認定期間 

2022.1.31  出陳資格 

2025.4.1  認定種別、資格、審査規定 

 

 
 

災害時出動、行方不明者捜索のために組織している NPO 法人災害救助犬ネットワークとして、認

定審査は実働、行方不明者捜索の現場における作業能力を重視するものである。 

また、認定犬となって完結するものではなく、さらに実動に向けた訓練、とくに指導手は実践能

力向上に努めること、必要装備などを整えることなど、認定後からは新たな課題に対して取り組む

ことが求められる出発点と認識している。いつでも社会、行政、救助隊等の要請に応えるための準

備、努力は会員、並びに組織として怠らず継続して行っていかなければならない。 

以上の目的達成を合理的、客観的に実行させるために認定審査制度を定めるものである。 

 

 
 

１．（認定制度の目的） 

人命救助のために必要な作業の錬度、指導手の適性等を客観的、実働的な活動基準に照らし、厳正な審査

を通して社会が期待できる作業が可能な災害救助犬と指導手を輩出するという社会的な責務を負っており、

DRDNの目的と活動に沿った実働ができる犬と人を育成し、自己規律をもって輩出することを目的とする。 

 

２．（認定） 

捜索（認定）犬 -災害にかかわらず行方不明者捜索に従事する能力を有すると認定した災害救助犬と指導手。 

          

３．（適性試験） 

捜索犬認定を目指すためには、適性試験に合格しなければならない。 

別途に定める規定に基づき、受験申し込みがあれば随時、指定審査員が担当して審査を行う。 

担当審査員、日時、場所は事務局で調整して開催する。規定、費用は別途定める 

この試験の受験には会員資格は問わない。 

 

４．（サポーター試験） 
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捜索犬認定を目指すためには、サポーター試験に合格しなければならない。 

別途に定める規定に基づき、受験申し込みがあれば随時、指定審査員が担当して審査を行う。 

担当審査員、日時、場所は事務局で調整して開催する。規定、費用は別途定める 

有効期間は 2年間とする。 

 

 

５．（認定受験資格試験） 

捜索犬認定審査を受験するためには、認定受験資格試験に合格しなければならない。 

但し、２０２４年現在の認定犬は免除するが、認定不合格の場合は認定受験資格試験からとなる。 

別途に定める規定に基づき、受験申し込みがあれば随時、認定審査部指定審査員が担当して審査を行う。 

審査員、日時、場所は事務局で調整して開催する。規定、費用は別途定める。 

有効期間は 2年間とする。但し認定不合格の場合も有効期間は継続する。 

 

６．（認定審査会開催） 

  認定審査会は認定審査会（捜索）-年２回以内の捜索作業の審査会を開催する。 

 

７．（出陳資格） 

次の条件を満たせば認定審査会への出陳に会員資格は問わない。 

１． 18歳以上の健全な方。 

２． 審査に関わっていないこと。 

３． その他、当会の定款、規則等に反していないこと。 

４． 指導手がサポーター試験に合格していること。 

５． 犬、指導手ペアが認定審査受験資格試験に合格していること。 

 

８．（認定手続き） 

NPO 法人災害救助犬ネットワーク主催の認定審査会において、認定審査部で策定される審査規定に基づき、

合格した犬、並びに指導手を災害救助犬ペアとして認定証を交付する。 

その後、正会員、並びに家族会員に限り、登録を行い公式な認定犬となり活動することができる。 

会員でない人が認定を希望した場合、また所有者と指導手が異なる場合は双方とも会員である必要があり、

認定証発行までの１ヶ月間に入会、登録手続きを行うものとする。 

 

９．（活動範囲） 

公式、対外活動への活動できる。出動以外は、防災訓練、広報活動等の活動ができる。 

ただし、認定審査部、訓練育成部、出動部等において活動範囲の制限を設けることもある。 

 

10．（審査規定） 

審査規定は別途定め、少なくとも３ケ月前に策定し公表する。 

 

１１．（審査評価） 

審査評価は今後の訓練指針ために、各審査後に出陳者に講評する。 

ただし、合否はすべての審査終了後とする。 

また、審査評価は出動部、訓練育成部とも共有し、活動並びに育成の参考にする 

 

１２．（認定期間） 

捜索の認定審査会で認定された日からそれぞれ 2年間とし、期限は認定証に記載する。 

認定審査会の開催時期が特定されていなので、空白を生じさせないために１ヶ月程度の猶予をもって 

有効期限を定め記載する。但し、不合格となった場合には現有効期限は消滅する。 
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１３．（認定犬、並びに指導手の責務） 

①当会の活動に積極的に参加し、災害救助犬の社会的認知の向上に努めなければならない。 

②日常的な犬の能力向上だけに偏らず、それに応じた指導手の能力、意識向上に努力するとともに、毎年１

回以上の訓練会に参加し能力維持に努めなければならない。 

③認定期間中に活動ができなくなるような犬の譲渡などを行ってはならない。 

 

１４．（認定諸費用） 

① 認定審査会で捜索審査を受けようとする場合は、別途定める出陳料、及び登録料を申込み時に支払う。

ただし、会員でない場合は出陳料のみとし、登録希望の場合は入会手続きと同時に登録手続きに必要な

費用を支払う。 

② 認定されなかった場合の登録料は、2年間有効で前受金として扱い、次の認定までは必要としない。 

③ 登録料は認定期間内を有効期限とする。但し有効期間内の出陳には、その日からの新規登録とする。 

 

１５．（認定資格喪失） 

認定の期間内において認定資格喪失となるのは次の通りとする。 

① 所有者、又は指導手が退会した場合 

② 傷病、死亡の場合 

ただし、傷病の場合はその程度により理事会で判断する。 

③ 犬の譲渡により、活動に参加することが不可能な場合。 

④ 認定不合格の場合 

 

１６．（認定資格取り消し） 

認定の期間内において認定並びに出陳資格試験の取り消し対象となるのは次の通りとする。 

① １年以上訓練会に参加しなかった場合 

② 認定犬で１年以上実働訓練会に参加しなかった場合 

③ 認定審査部が不適格と判断した場合 

④ 理事会で不適格と判断した場合。 

上記何れかに該当した場合は、当該者の弁明を聞いたうえで、判断、決定、通知する。 

 

１７．（欠格期間） 

認定取り消しとなった場合は、その決定に際し欠格期間も同時に決定し通知する。 

欠格期間は認定審査部、理事会の判断による。 

 

１８．（認定返上） 

所有者、及び指導手から、認定返上の申し出があった場合は理事会で協議のうえ、その可否を決定する。 

 

１９. （経過措置） 

 この制度の施行後は次のように取り扱う。 

①  現認定捜索犬は受験資格者とする。 

②  認定不合格の場合は受験資格試験からの再受験とする。  

③  広報犬が捜索認定を目指す場合は受験資格試験からとする。 

④  前制度の有効期間は継続する。 

 

２０.（施行日） 

この制度は、2025年 4月 1日より施行する。 

以上 


